
令和３年度 第１回学校給食審議会

＜参考資料１＞

上段：給食費/日 下段：上昇額/日 …消費税改正に伴う改正

（単位　円）

S63 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16

消費税率
3％

消費税率
5％

小学校 ( 160 )
165
（＋5）

→ →
189
（＋24）

→ → → →
192
（＋3）

→ → → → → → →

中学校 ( 190 )
195
（＋5）

→ →
220
（＋25）

→ → → →
223
（＋3）

→ → → → → → →

小学校 ( 175 ) →
185
（＋10）

→
205
（＋20）

→ → →
220
（＋15）

→
230
（＋10）

→ → → → → →

中学校 ( 200 ) →
210
（＋10）

→
230
（＋20）

→ → →
250
（＋20）

→
260
（＋10）

→ → → → → →

小学校 ( 170 )
175
（＋5）

→
190
（＋15）

→ → → → →
220
（＋30）

→ → → →
240
（＋20）

→ →

中学校 ( 195 )
200
（＋5）

→
215
（＋15）

→ → → → →
250
（＋35）

→ → → →
270
（＋20）

→ →

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31/R1 R2 R3

市町村合併
改定

単独同額
消費税率
８％

改定
市内同額

軽減税率8％
消費税率10％

小学校 → → →
220
（＋28）

→ → → → →
226
（＋5）

250
(+24)

→ → → （据え置き） → →

中学校 → → →
250
（＋27）

→ → → → →
257
（＋7）

285
(+28)

→ → → （据え置き） → →

小学校 → → →
230

（据え置き）
→ → → → →

236
（＋6）

250
(+14)

→ → → （据え置き） → →

中学校 → → →
260

（据え置き）
→ → → → →

267
（＋7）

285
(+18)

→ → → （据え置き） → →

小学校 → → →
230
（△10）

→ → → → →
236
（＋6）

250
(+14)

→ → → （据え置き） → →

中学校 → → →
260
（△10）

→ → → → →
267
（＋7）

285
(+18)

→ → → （据え置き） → →

↑

H26≒H20÷旧消費税率1.05×新消費税率1.08

一宮 小学校 220÷1.05×1.08＝226.29→226

中学校 250÷1.05×1.08＝257.14→257

尾西・木曽川 小学校 230÷1.05×1.08＝236.57→236

中学校 260÷1.05×1.08＝267.43→267

一宮市

木曽川地区

木曽川町

尾西市

一宮地区

尾西地区

給　食　費　の　改　定　状　況

＜１＞


